
    保育所等・認定こども園事業者向け_変更事由別手続き早見表　　　　　 赤字…事前提出　　青字…事後提出 2023/6/15時点

No 変更事由/対象施設 保育所 家庭的保育事業等 幼保連携型 認定こども園
幼稚園型 認定こども園
保育所型 認定こども園

共通 認定こども園 認可外保育施設 一時預かり事業・病児保育
特定子ども・子育て支援施設

一時預かり事業/預かり保育/認可外保育施設/
病児保育/ファミサポ　実施施設

社会福祉法人

根拠法 児童福祉法 子ども・子育て支援法 児童福祉法 子ども・子育て支援法
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律
就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合

的な提供の推進に関する法律
子ども・子育て支援法 児童福祉法 児童福祉法 子ども・子育て支援法 社会福祉法

1 代表者の変更

【公立】(法施行規則第37条第4項)
予め届出
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □変更
を確認できるもの

【民間立】(法施行規則第37条第6項)
理事会等の決議後速やかに
□鑑文(様式第10号) □議事録写 □代表者の履
歴書
□理事就任承諾書の写

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号)  □誓約書(法第40条
第2項に該当しない)　□業務管理体制届出事項
の変更(様式2)

予め届出(規則第36条の36第4項)
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号)
□誓約書(法第34条の15第4項各号に該当しな
い)
□経営責任者の履歴書(参考様式1)

変更後10日以内に届出(地域型：法第47条・規
則第41条第1項、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号)  □誓約書(法第58条
の10第2項に該当しない)　□業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□理事会の議事録の謄本

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □代表者の履歴書
□誓約書 □業務管理体制届出事項の変更(様式
2)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3)
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号) □誓約書

-

2 役員の変更
(代表除く)

-

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条，地域型：法第47条・規則第41条第1項)
□変更届出書(様式第9号) □経営者一覧表(参
考様式2) □誓約書

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項)
□変更届出書(様式第9号) □経営者一覧表(参
考様式2) □誓約書

- -

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条，地域型：法第47条・規則第41条第1項)
□変更届出書(様式第9号) □経営者一覧表(参
考様式2) □誓約書

- -

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3))
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号)　□変更内容が分かるもの □誓約
書

-

3 施設長の変更

予め届出
【公立】(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号)□施設
長の履歴書 □施設長の要件を満たすことを確
認できる書類(児童福祉事業などに2年以上、又
は、公的機関の実施する所長研修

【民間立】(法施行規則第37条第6項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第10号)□議事
録写 □施設長の履歴書□施設長の要件を満た
すことを確認できる書類(児童福祉事業などに2
年以上、又は、公的機関の実施する所長研修

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

予め届出(規則第36条の36第4項)
【社会福祉法人又は学校法人】
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) □変更を確認できるもの

【上記以外】
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) □園長・施設長の履歴書(参考様式5)(社会
福祉事業に関する知識又は経験を有すること
※)

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項)
□変更届出書(様式第9号)

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
理事会議決の謄本 □履歴書 □幼稚園教諭免許
状及び保育士証又は園長任命(採用)理由書 □
誓約書

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

-

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3)
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号) □変更内容が分かるもの

-

4 支援法55条に基づく法
令遵守責任者の氏名

-
遅滞なく届出(法第55条・規則第46条第2項)
□業務管理体制届出事項の変更(様式2)
※施設に1名ではなく、運営主体で1名でも可

-
遅滞なく届出(法第55条・規則第46条第2項)
□業務管理体制届出事項の変更(様式2)
※施設に1名ではなく、運営主体で1名で可

- -
遅滞なく届出(法第55条・規則第46条第2項)
□業務管理体制届出事項の変更(様式2)
※施設に1名ではなく、運営主体で1名でも可

- - - -

5 設置主体の名称の変更

変更後1月以内に届出
【民間立のみ】(法施行規則第37条第5項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □定款
変更認可書の写

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2) -

変更後10日以内に届出(地域型：法第47条・規
則第41条第1項、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□理事会の議事録の謄本

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3))
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号) □変更内容が分かるもの

定款変更の手続き
「12．定款、寄付行為等及びその登記証明書」
参照

6

建物その他設備の規模
及び構造並びにその図

面
※保育室の用途変更含

む

予め届出
【公立保育所】(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □変更
条例 □建物・土地の状況(様式3) □確認表(様
式5) □前後の平面図 □変更箇所内外の写真
□土地面積の変更を確認できるもの(屋外遊技
場等のみ)

【民間保育所】(法施行規則第37条第6項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第10号) □建
物・土地の状況(様式3) □前後の平面図(面
積、有効面積記載) □土地面積の変更を確認で
きるもの(屋外遊技場等のみ) □検査済証の写
□変更箇所の内外の写真 □土地及び建物の登
記簿謄本(届出時に登記がなされていない場合
には、登記後送付)
※市町村が提出
□意見書(最低基準に影響ない軽微なもの除く)
□様式5

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

予め届出(規則第36条の36第4項)
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) □前後の平面図(面積、有効面積記載) □
写真 □様式第1号付表１～４のうち該当番号

変更後10日以内に届出(地域型：法第47条・規
則第41条第1項)
□変更届出書(様式第9号)

あらかじめ届出（法規則第15条第2項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□施設設備に関する調書(参考様式4) □新旧登
記事項証明書(土地・建物) □賃貸借契約書写
(土地・建物) □建築確認通知写または検査済
証 □配置図・平面図

-

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

-

定款変更の手続き
「12．定款、寄付行為等及びその登記証明書」
参照

7 施設の名称・位置の変更

変更後一月以内に届出
【公立】(法施行規則第37条第5項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □条例
等

【民間立】(法施行規則第37条第5項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □議事
録写 □住居表示変更の証明(位置)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

変更後1月以内に届出(規則第36条の36第3項)
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) □変更を確認できるもの　□様式第1号付
表１～４のうち該当番号

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項、第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□園則（兼運営規程）の新旧対照表 □新園則
（兼運営規程） □理事会議決謄本
※所在地変更の場合は以下も提出
□施設設備に関する調書(参考様式4) □新旧登
記事項証明書(土地・建物) □賃貸借契約書写
(土地・建物) □建築確認通知写または検査済
証 □配置図・平面図

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号) □施設設備
に関する調書(参考様式4)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3))
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号)　　□変更内容が分かるもの

定款変更の手続き
「12．定款、寄付行為等及びその登記証明書」
参照

8 主たる事務所の所在地 -

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号)□変更内容が分かる
もの　□業務管理体制届出事項の変更(様式2) -

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号)□変更内容が分かる
もの □業務管理体制届出事項の変更(様式2)

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□理事会の議事録の謄本

-

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33
条、法第55条・規則第46条第2項)
□変更届出書(様式第9号) □業務管理体制届出
事項の変更(様式2)

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3)
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号) □変更内容が分かるもの

定款変更の手続き
「12．定款、寄付行為等及びその登記証明書」
参照

9 【要事前協議】
認可定員の増
利用定員の増

予め届出
【公立】(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □職員
の構成(様式2) □確認表(様式5) □定員設定根
拠

【民間立】(法施行規則第37条第6項)
□児童福祉施設変更届出書(様式10)□議事録写
□職員の構成(様式第2号)
※市町村提出
□確認表(様式第5号) □意見書 □定員設定の
根拠資料

あらかじめ申請(法第32条・規則第31条)
□確認変更申請書(様式第5号) □建物の構造概
要及び図面(各室の用途を明示)並びに設備の概
要 □職員体制及び資格に関する資料 □クラス
編成表  □運営規程案

予め届出
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号)  □職員体制及び資格に関する資料 □職員
配置ローテーション表(参考様式4)　□付表１
～４

あらかじめ申請(法第44条第1項・規則第40条)
□確認変更申請書(様式第6号) □建物の構造概
要及び図面(各室の用途を明示)並びに設備の概
要 □職員体制及び資格に関する資料 □クラス
編成表  □運営規程案

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□理事会議事録写 □職員配置計算書(参考様式
1) □職員名簿(参考様式2) □職員の資格証の
写 □施設整備に関する調書(参考様式4) □図
面(変更の場合) □園則（兼運営規程）の新旧
対照表 □新園則（兼運営規程） □理事会議決
謄本

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号) □理事会議
事録写 □職員配置計算書(参考様式1) □職員
名簿(参考様式2)  □職員の資格証の写 □施設
整備に関する調書(参考様式4) □図面(変更の
場合) □園則（兼運営規程）の新旧対照表 □
新園則（兼運営規程） □理事会議決謄本

あらかじめ申請(法第32条・規則第31条)
□確認変更申請書(様式第5号) □建物の構造概
要及び図面(各室の用途を明示)並びに設備の概
要 □職員体制及び資格に関する資料 □クラス
編成表  □運営規程案

-

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

- -

10 【要事前協議】
認可定員の減
利用定員の減

同上 減少の日の三月前まで届出(法第35条第2項・規
則第34条)
□利用定員減少届(様式第10号)　□運営規程案

予め届出
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号)　□様式第1号付表１～４のうち該当番号

減少の日の三月前まで届出(法第47条第2項・規
則第41条第3項)
□利用定員減少届(様式第10号) □運営規程案

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□職員配置計算書(参考様式1) □職員名簿(参
考様式2) □施設整備に関する調書(参考様式4)
□園則（兼運営規程）の新旧対照表 □新園則
（兼運営規程） □理事会議決謄本

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号) □職員配置
計算書(参考様式1) □職員名簿(参考様式2) □
施設整備に関する調書(参考様式4) □園則（兼
運営規程）の新旧対照表 □新園則（兼運営規
程） □理事会議決謄本

減少の日の三月前まで届出(法第35条第2項・規
則第34条)
□利用定員減少届(様式第10号)　□運営規程案

-

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

- -

11 園則
運営規程

予め届出
【公立】(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □新旧
規程 □変更を確認できるもの

【民間立】(法施行規則第37条第6項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第10号) □新
旧規程　 □議事録写

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

予め届出(規則第36条の36第4項)
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) □新旧規定　□議事録写

変更後10日以内に届出(地域型：法第47条・規
則第41条第1項)
□変更届出書(様式第9号)

あらかじめ届出（法規則第15条第2項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□園則（兼運営規程）の新旧対照表 □新園則
（兼運営規程） □理事会議決謄本

-

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号)

- - - -

12 定款、寄付行為等及び
その登記証明書

変更後1月以内に届出
【公立】(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号) □登記
事項証明書

【民間立】(法施行規則第37条第6項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第10号) □登
記事項証明書(法人格変更の場合)

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
※定款・寄付行為はインターネットで閲覧でき
る場合は届出不要
□変更届出書(様式第9号)□新旧定款(寄付行
為)

変更後1月以内に届出(規則第36条の36第3項)
□鶴岡市家庭的保育事業等変更届出書(様式第3
号) 　□登記事項証明書

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項)
※定款・寄付行為はインターネットで閲覧でき
る場合は届出不要
□変更届出書(様式第9号) □登記事項証明書
（法人格変更の場合）

- -

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
※定款・寄付行為はインターネットで閲覧でき
る場合は届出不要
□変更届出書(様式第9号) □登記事項証明書
（法人格変更の場合）

-

変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの

変更後10日以内に届出(法58条の5・規則第53条
の3)
※定款・寄付行為はインターネットで閲覧でき
る場合は届出不要
□特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
(様式第2号)　□変更内容が分かるもの　□登
記事項証明書（法人格変更の場合）

※事務所の所在地、基本財産の増、公告の方法
の場合
遅滞なく定款の変更届出(法第45条の36・規則
第4条)
□定款に定める手続きを経たことを証明する書
類(理事会・評議員会議事録) □変更後の定款
□事業開始年度及び翌年度の収支予算書と事業
計画書(新規事業開始による定款変更のみ)

※上記以外の場合
登記前に定款の変更認可申請(法第45条の36・
規則第3条)
□定款に定める手続きを経たことを証明する書
類(理事会・評議員会議事録写) □変更後の定
款 □事業の用に供する財産及びその価格を記
載した書類及び権利の所属を明らかにできる書
類(新規事業開始による定款変更のみ) □事業
開始年度及び翌年度の収支予算書と事業計画書
(新規事業開始による定款変更のみ) □事業の
用に供する財産の処分方法を記した書類(事業
廃止にかかる定款変更の場合)
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No 変更事由/対象施設 保育所 家庭的保育事業等 幼保連携型 認定こども園
幼稚園型 認定こども園
保育所型 認定こども園

共通 認定こども園 認可外保育施設 一時預かり事業・病児保育
特定子ども・子育て支援施設

一時預かり事業/預かり保育/認可外保育施設/
病児保育/ファミサポ　実施施設

社会福祉法人

13

当該申請に係る事業に
かかる給付の請求に関

する事項
※代表者、住所、口座

番号の変更

-

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号) □債権者登録変更届

-

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項)
□変更届出書(様式第9号) □債権者登録変更届

- -

変更後10日以内に届出(法第35条・規則第33条)
□変更届出書(様式第9号) □債権者登録変更届

- - - -

14 食事の提供方法の変更

変更後1月以内に届出
【民間立のみ】(法施行規則第37条第5項)
□児童福祉施設変更届出書(様式第9号)　□調
理業務委託契約書の写及び保育所や保健所・市
町村等の栄養士により献立等について栄養面で
の指導を受けられるような体制があるなど必要
な配慮がなされることを確認できる書類

- - - - - - - - - -

15 管理委託の相手先の変更

予め届出(法施行規則第37条第4項)
□児童福祉施設変更届(様式第9号) □職員の構
成(様式2) □確認表(様式5)　　□施設長及び
幹部職員の履歴書 □保育士証、医師免許証、
保健師、看護師免許証の写 □雇用通知書控え
の写(所定労働時間明記) □嘱託医、調理業務
委託契約書の写 □市等の栄養士により献立な
どについて栄養面での指導を受けられる体制等
必要な配慮が確認できる書類 □代表者の履歴
書 □法人登記謄本 □定款の写 □受託法人と
の契約書案の写

- - - - - - - - - -

16 (地域型保育のみ)
連携施設の変更

- - -

変更後10日以内に届出(法第47条・規則第41条
第1項)
□変更届出書(様式第9号)□連携施設承諾書(参
考様式7)

- - - - - - -

17
教育又は保育の目標及
び内容/子育て支援事業

の内容
- - - -

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□幼保連携型認定こども園変更届(様式第8号)
□変更内容がわかるもの

あらかじめ届出（法第29条第1項）
□認定こども園変更届(様式第3号) □変更内容
がわかるもの

- - - - -

18 事業停止命令・施設閉
鎖命令を受けた時

- - - - - - -

変更後1月以内に届出(法第59条の2)
□認可外保育施設事業内容等変更届(別紙8) □
変更内容がわかるもの

- - -

19 事業の類型 - - - - - - -

- 変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
変更内容がわかるもの □事業計画書 □収支予
算書

- -

20 主な職員の氏名及び経
歴

- - - - - - -

- 変更後1月以内に届出(法第34条の12,18）
□変更届出書(様式第6号の8,県独自様式） □
履歴書 □資格証

- -

21 【要事前協議】
施設の廃止・休止

3か月前まで届出
【公立】(法施行規則第38条第1項)
□児童福祉施設廃止届出書(様式第11号) □条
例 □財産処分方法 □財産処分承認通知写 □
入所児童の具体的な受入計画(児童の氏名、年
齢、受入先の保育所名、受入年月日)

【民間立】(法施行規則第38条第1項)
□児童福祉施設廃止承認申請書(様式第12号)
□議事録写 □定款写 □財産処分承認通知写
(必要な場合)
※市町村が提出
□意見書(休止の場合のみ) □入所児童の具体
的な受入計画(児童の氏名、年齢、受入先の保
育所名、受入年月日)

3か月前まで届出(法第36条)
□確認辞退届出書(様式第11号)

予め承認(法第34条の15第7項、規則第36条の
37)
□鶴岡市家庭的保育事業等（廃止・休止）申請
書(様式第4号) □議事録写

3か月前まで届出(法第48条)
□確認辞退届出書(様式第11号)

予め承認（法第17条第1項、規則第17条）
（民間立）
□幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可申
請書(様式第5号)
※他関連資料（内容により県から指示）
（公立）
□幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可申
請書(様式第5号)
※他関連資料（内容により県から指示）

予め承認（法第17条第1項、規則第17条）
（民間立）
□認定こども園認定辞退届(様式第5号)
※他関連資料（内容により県から指示）
（公立）
□認定こども園認定辞退届(様式第5号)
※他関連資料（内容により県から指示）

3か月前まで届出(法第36条)
□確認辞退届(様式第11号) □財産処分承認通
知写(必要な場合)

廃止等後1月以内に届出(法第59条の2第2項)
□休止廃止届(別紙9)

予め届出(法第34条の12,18)
□廃止(休止)届出書(様式第6号の9,県独自様
式) □決議書写 □定款等

3か月前まで届出(法第58条5)
□特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
(様式第3号)

定款変更の手続き
「12．定款、寄付行為等及びその登記証明書」
参照


